
 
 

平成15年度障害者雇用実態調査 
－ 精神障害者の雇用には、労働時間や生活面での配慮が必要 －  

 
 
 厚生労働省では、平成15年11月に民間事業所における障害者の雇用の実態を把握するため、障害者雇用実態調査を実施した。 
 本調査では、以下の２つの調査を行った。 

厚生労働省発表 
平成１６年１０月１９日（火）

職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 
課長     土屋 喜久
課長補佐    田平 浩二
電話     03-5253-1111（内線5852、5783）
夜間直通    03-3595-1173

 ・「事業所調査」 ： 全国の従業員５人以上の民営の事業所を対象に実施
 ・「個人調査」  ： 「事業所調査」の対象事業所に常用雇用されている身体障害者・知的障害者・精神障害者を対象に、職業生活

に対する意識等についての調査を実施（精神障害者を対象とする「個人調査」は今回初めて実施）

〔調査の概要〕 

〔調査結果の概要〕 
I 事業所調査 

・ 事業所調査票の回収数は、5,007事業所（回収率71.5％）、個人票調査票の回収数は身体障害者10,190人（回収率63.2％）、知的障
害者986人（回収率62.0％）、精神障害者47人（回収率23.5％）であった。
・ 事業所調査による雇用状況については、産業・規模別の回収結果をもとに復元を行った推計値である。
・この調査は、５年ごとに実施しているものであり、前回は平成10年に行っている。
・ 今回の調査においては、精神障害者の雇用支援策の充実を図るため、精神障害者の雇用の実態を詳細に把握することとし、身体障
害者及び知的障害者と同様な調査を行ったものである。

 １ 精神障害者の雇用の現況 
(1) 精神障害者の所定労働時間 
 精神障害者の週所定労働時間別の雇用状況については、「通常勤務（30時間以上）」が88.7％で最も多く、次いで「20時間以
上30時間未満」（4.4％）、「20時間未満」（3.6％）となっている。（図6, 15,17）

（単位％）

 週30時間以上 20～30時間 20時間未満 不明

精神障害者 88.7 4.4 3.6 3.2

身体障害者 89.1 8.0 1.2 1.7

知的障害者 78.6 2.8 0.2 18.5

(2) 精神障害者の休職状況 
 調査時点を含み概ね１ヶ月以上の休職をしている者は、労働者全体の10.9％となっている。（身体障害者3.2％、知的障害者
0.4％）（図7,14,18）
(3) 精神障害者であることの確認方法 
 精神障害者であることの確認方法としては、精神障害者保健福祉手帳による確認が39.8％で、医師の診断等による確認が
58.6％となっている。手帳の等級で最も多いのは「２級」で17.4％、医師の診断等による確認のうち最も多い疾病は、「そうう
つ病」で48.5％となっている。（図16）

 ２ 障害者の雇用に当たっての課題・配慮事項（図20、21：いずれも複数回答（以下「MA」という。）） 
(1) 雇用するに当たっての課題 

 

ア 身体障害者 
 身体障害者の雇用上の課題について、身体障害者を雇用している事業所の69.0％が「ある」としている。 
 課題として最も多いのが、「会社内に適当な仕事があるか」で76.6％、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」
（45.4％）、「設備・施設・機器の改善をどうすればよいか」（37.9％）、「採用時に適性、能力を十分把握できるか」
（35.0%）となっている。
イ 知的障害者 
 知的障害者の雇用上の課題について、知的障害者を雇用している事業所の73.5％が「ある」としている。 
 課題として最も多いのが、「会社内に適当な仕事があるか」で81.4％、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」
（42.6％）、「採用時に適性、能力を十分把握できるか」（40.8％）、「社内において障害の理解・知識が得られるか」
（35.8%）となっている。
ウ 精神障害者 
 精神障害者の雇用上の課題について、精神障害者を雇用している事業所の72.7％が「ある」としている。 
 課題として最も多いのが、「会社内に適当な仕事があるか」で79.6％、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」
（41.2％）、「社内において障害についての理解・知識が得られるか」（38.7％）、「採用時に適性、能力を十分把握できる
か」（38.1%）となっている。

(2) 雇用している障害者への配慮事項 
ア 身体障害者 
 身体障害者を雇用している事業所のうち、雇用上何らかの配慮をしている事業所は68.7％である。配慮の内容として最も多
いのが、「配置転換等人事管理面についての配慮」で54.5％、次いで「通院・服薬管理等医療上の配慮」（39.4％）、「駐車
場、住宅の確保等通勤への配慮」（30.3％）となっている。
イ 知的障害者 



 
 
調査の概況 

II 個人調査 

III 参考 

 知的障害者を雇用している事業所のうち、雇用上何らかの配慮をしている事業所は61.4％である。配慮の内容として最も多
いのが、「工程の単純化等職務内容の配慮」で54.5％、次いで「配置転換等人事管理面についての配慮」（41.2％）、「業務
遂行を援助する者の配置」（40.3％）となっている。
ウ 精神障害者 
 精神障害者を雇用している事業所のうち、雇用上何らかの配慮をしている事業所は31.4％である。配慮の内容として最も多
いのが、「配置転換等人事管理面についての配慮」（46.4％）、次いで「工程の単純化等職務内容の配慮」（30.4％）、「通
院・服薬管理等医療上の配慮」（28.3％）となっている。

 １ 身体障害者 
 －身体障害者が仕事を続けるために職場に求めることは、処遇やコミュニケーションに関すること－ 

 

(1) 転職経験のある身体障害者の比率は34.1％、平均転職回数は2.1回である。 
 
(2) 転職の主な理由は、「個人的理由」（62.3％）、「事業主の都合」（17.6％）である。個人的理由の主なものとしては、「賃
金・労働条件」（20.5％）、「職場の人間関係」（19.9％）、「 仕事の内容 」（19.2％）など職場や職務の状況に関すること
が多い。（図24） 
 
(3) 仕事や職場に関して、悩みや不安を抱いたときの相談相手として最も多いのが、「家族・親族」で44.9％、次いで「職場の同
僚・友人」（39.6％）、「職場の上司や人事担当者」（31.7%）となっている。なお、相談相手がいないとしたのは、15.2％で
ある。（図27：MA） 
 
(4) 身体障害者が仕事を続けるために職場に求めることとして最も多いのが、「能力に応じた評価、昇進」と「コミュニケーショ
ン手段・体制の整備」で29.8％、次いで「労働条件」（24.6%）となっている。（図26：MA）

 ２ 知的障害者 
 －知的障害者が職場に求めることは、現在の仕事を続けられるようにすること－ 

 

(1) 就職に際して相談した相手として最も多いのが、「学校の先生」で30.0％、次いで「家族」（27.5％）、「公共職業安定所の
職員」（14.7％）となっている。（図30） 
 
(2) 職場で困ったときの相談相手として最も多いのが、「職場の上司」で30.5％、次いで「職場でいっしょに働く人」
（26.8％）、「家族」（16.3％）となっている。特に相談相手がいないとしたのは、11.8％である。（図31） 
 
(3) 職場に対する要望としては、「今の仕事を続けたい」が61.0％と最も多く、次いで「他の仕事もしてみたい」が15.2％、「職
場で相談できる人がほしい」が14.6％となっている。（図32：MA）

 ３ 精神障害者 
 －精神障害者が仕事を続けるために職場に求めることは、労働時間や医療上・生活上の配慮－ 
(1) 障害に配慮した援助を受けている者は、61.7％である。受けている配慮の内容として最も多いのが、「業務遂行の援助や本
人、周囲に助言する者等の配置」と「通院時間の確保、服薬管理など医療上の配慮」で41.4％、次いで「短時間勤務など労働時
間の配慮」（34.5％）となっている。（図35：MA） 
 
(2) 職場で困ったときの相談相手として最も多いのが、「家族・親戚」で42.6％、次いで「職場の上司や人事・健康管理担当者」
（38.3％）、「職場の同僚・友人」（29.8％）となっている。（図38：MA） 
 
(3) 精神障害者が仕事を続けるため職場に求めることとして最も多いのが、「調子の悪いときに休みを取りやすくする」が
44.4％、次いで「職業生活、生活全般に関する相談員の配置」（33.3％）、「短時間勤務など労働時間の配慮」と「通院時間の
確保、服薬管理など医療上の配慮」（22.2％）となっている。（図37：MA）

  平成15年度調査における雇用者数等 
  雇用者数   (10年度調査) 重度障害者の比率（同右）

身体障害者 ３６万９千人（３９万６千人） 36.1％     （33.3％）

知的障害者 １１万４千人（ ６万９千人） 32.1％     （28.5％）

精神障害者  １万３千人  

 （注） 精神障害者については、調査項目の追加、個人調査の実施等調査方法を変更したことにより、平成15年度調査と平成10年
度調査の間には調査の連続性がない。（参考：平成10年度調査における雇用精神障害者数は５万１千人）
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概 況 

 

【事業所調査】 

 事業所調査においては、民間事業所における障害者の実態を把握するため、従業員規模５人以上の

民営の事業所を対象として調査を行った。（今回の調査においては、精神障害者の雇用支援策の充実を

図るため、精神障害者の雇用の実態を詳細に把握することとし、身体障害者及び知的障害者と同様な

調査を行った。） 

 事業所調査の回収数は、５，００７事業所（回収率７１．５％）であった。 

 

１ 身体障害者の雇用について 

 （１）雇用身体障害者数 

    平成１５年１１月時点で従業員規模５人以上の事業所に雇用されている身体障害者は、３６

万９千人である。これは、平成１０年度調査時と比較すると、６．８％減である。 

        障害種類別にみると、肢体不自由者が１８万１千人で４９．１％を占め、次いで、内部障害
者が７万４千人（２０．１％）、聴覚言語障害者が５万９千人（１６．０％）となっている（図

１）。 

 

  図１ 障害の種類別身体障害者雇用状況 
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 （２）障害の程度別 

障害の程度別でみると、重度障害者（身体障害者障害程度等級表の１・２級に相当）が

３６．１％を占め、次いで中度（同３・４級に相当）が３５．８％、軽度（同５・６級に相当）

が１９．３％となっている。（図２） 

 

   図２  障害の程度別身体障害者雇用状況 
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 （３）産業別 

        産業別の雇用状況をみると、製造業で２８．９％と最も多く雇用されている。次いで、サー
ビス業１５．６％、卸売・小売業１５．５％となっている。（図３） 

 
図３ 産業別身体障害者雇用状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）事業所規模別 
    事業所規模別にみると、５～２９人規模で３１．６％と最も多く、次いで、３０～９９人規

模２８．７％、１００～４９９人規模２８．５％の順となっている。常用労働者全体と比較す

ると、身体障害者の雇用は、５～２９人規模で少なく、１００～４９９人規模で多くなってい

る。（図４） 
 
図４ 事業所規模別身体障害者雇用状況 
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（５）年齢別 
   年齢別に身体障害者の雇用状況をみると、４０～４４歳層、５０～５４歳層が１６．７％と

最も割合が高くなっている。次いで、５５～５９歳層の１６．２％となっている。 
   常用労働者と比較すると、身体障害者の雇用は、３９歳以下の層で割合が低く、４０歳以上

の層で割合が高くなっている。（図５） 
 
図５ 年齢別身体障害者雇用状況 
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（６）労働時間別 
  週所定労働時間別の雇用状況を見ると、通常（３０時間以上）が８９．１％と最も多く、次い

で２０時間以上３０時間未満が８．０％となっている。（図６） 
  また、週所定労働時間別の月間総実労働時間の平均は、通常（３０時間以上）が１５４時間、

次いで２０時間以上３０時間未満の者が９２時間、２０時間未満の者が６４時間となっている。 
  
 図 ６ 週所定労働時間別身体障害者雇用状況 
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（７）休職の状況 
     調査時点を含み概ね１ヶ月以上にわたり休職している身体障害者の割合は、３．２％となって

いる。（図７） 
 
   図７ 調査時点を含み概ね１ヶ月以上の休職をしている身体障害者の割合 
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（８）賃金状況 
   週所定労働時間別の月間賃金は、通常（３０時間以上）の者が２６万７千円、２０時間以上

３０時間未満の者が１１万８千円、２０時間未満の者が６万１千円となっている。（図８） 
 
  図８ 身体障害者所定労働時間別きまって支給する給与 
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２ 知的障害者の雇用について 
（１）雇用知的障害者数 
   平成１５年１１月時点で従業員規模５人以上の事業所に雇用されている知的障害者は、  

１１万４千人である。これは、平成１０年度調査時と比較すると、６２．９％の増加となって

いる。（図９） 
 
（２）障害の程度別 
   障害の程度別でみると、重度障害者が３２．１％を占め、重度以外の者は３６．８％となっ

ている。重度障害者数は、平成１０年度調査時と比較すると、１万６千人（８０％）増となっ

ている。（図９） 
 
図９ 障害の程度別知的障害者雇用状況 
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（３）産業別 
   産業別の雇用状況をみると、製造業で３５．３％と最も多く雇用されている。次いで、卸売・

小売業、飲食店・宿泊業３２．４％、サービス業２９．６％となっている。（図１０） 
 
図１０ 産業別知的障害者雇用状況 
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（４）事業所規模別 
  事業所規模別にみると、５～２９人規模で４４．１％と最も多く、次いで、１００～４９９

人規模で３０．６％、３０～９９人規模２２．３％の順となっている。常用労働者全体と比較

すると、知的障害者の雇用は、３０～９９人規模で少なく、１００～４９９人規模で多くなっ

ている。（図１１） 
 
図１１ 事業所規模別知的障害者雇用状況 
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（５）年齢別 
年齢別に知的障害者の雇用状況をみると、２５～２９歳層と４０～４４歳層で２３．８％

と最も割合が高くなっている。 
常用労働者と比較すると、知的障害者の雇用は、２０代以下の層で割合が高く、４５歳以

上の層で割合が低くなっている。（図１２） 
 
図１２ 年齢別知的障害者雇用状況 
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（６）労働時間別 
週所定労働時間別の雇用状況を見ると、通常（３０時間以上）が７８．６％と最も多く、次い

で２０時間以上３０時間未満が２．８％となっている。（図１３） 
  また、週所定労働時間別の月間総実労働時間の平均は、通常（３０時間以上）の者が１５６時

間、次いで２０時間以上３０時間未満の者が１０７時間、２０時間未満の者が６７時間となって

いる。  
 
図１３ 週所定労働時間別知的障害者雇用状況 

不明
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２０時間未満
0.2%
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（７）休職の状況 
調査時点を含み概ね１ヶ月以上にわたり休職している知的障害者の割合は、０．４％となっ

ている。（図１４） 
 
  図１４ 調査時点を含み概ね１ヶ月以上の休職をしている知的障害者の割合 
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い
99.6%

休職している
0.4%

 
（８）賃金状況 
  週所定労働時間別の月間賃金は、通常（３０時間以上）の者が１２万５千円、２０時間以上

３０時間未満の者が８万円、２０時間未満の者が４万９千円となっている。（図１５） 
  
図１５ 知的障害者所定労働時間別きまって支給する給与 
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３ 精神障害者の雇用について 
 精神障害者については、今回初めて身体障害者、知的障害者と同様な調査を行った。 
（１）雇用精神障害者数 
平成１５年１１月時点で従業員規模５人以上の事業所に雇用されている精神障害者は、１万

３千人である。 
    なお、精神障害者については、調査項目の追加、個人調査の実施等調査方法を変更したこと

により、平成１５年度調査と平成１０年度調査の間には調査の連続性がない。 
 
（２）精神障害者であることの確認方法等 
   精神障害者であることの確認方法としては、精神障害者保健福祉手帳による確認が３９．８％

で、医師の診断等による確認が５８．６％となっている。手帳の等級で最も多いのは「２級」

で１７．４％、医師の診断等による確認のうち最も多い疾病は、「そううつ病」で４８．５％と

なっている。（図１６） 
 
 図１６ 精神障害者であることの確認方法等 
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（３）労働時間別 
  週所定労働時間別の雇用状況を見ると、通常（３０時間以上）が８８．７％と最も多く、次い

で２０時間以上３０時間未満が４．４％となっている。（図１７） 
  また、週所定労働時間別の月間総実労働時間の平均は、通常（３０時間以上）が１１６時間、

２０時間以上３０時間未満の者が１１８時間、２０時間未満の者が４２時間となっている。 
   
  図１７ 週所定労働時間別精神障害者雇用状況 
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 （４）休職の状況 
調査時点を含み概ね１ヶ月以上にわたり休職している精神障害者の割合は、１０．９％とな

っている。（図１８） 
 
図１８ 調査時点を含み概ね１ヶ月以上の休職をしている精神障害者の割合 
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（５）賃金状況 
   週所定労働時間別の月間賃金の平均は、通常（３０時間以上）の者が１６万３千円、２０時

間以上３０時間未満の者が８万９千円、２０時間未満の者が３万７千円となっている。（図１９） 
 
  図１９ 所定労働時間別精神障害者のきまって支給する給与 
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４ 雇用上の課題及び配慮について 
（１）雇用するに当たっての課題 
     身体障害者の雇用上の課題について、６９．０％が「ある」としている（「特にない」は、

２５．５％）。課題として回答されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が７６．

６％と最も高く、次いで「職場の安全面の配慮が適切にできるか」が４５．４％と高くなっ

ている。 
     知的障害者の雇用上の課題について、７３．５％が「ある」としている。課題として回答

されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が８１．４％と最も高く、次いで「職

場の安全面の配慮が適切にできるか」が４２．６％、「採用時に適性、能力を十分把握できる

か」が４０．８％と高くなっている。 
     精神障害者の雇用上の課題について、７２．７％が「ある」としている。課題として回答

されたものの中では、「会社内に適当な仕事があるか」が７９．６％と最も高く、次いで「職

場の安全面の配慮が適切にできるか」が４１．２％、「社内において障害についての理解・知

識が得られるか」が３８．７％と高くなっている。（図２０） 
 
図２０  雇用するに当たっての課題（複数回答：４つまで） 
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（２）雇用している労働者への配慮事項 
身体障害者を雇用する事業所の６８．４％が雇用上の配慮を行っている。現在配慮しているこ

ととして、「配置転換等人事管理面についての配慮」が５４．５％と最も高くなっている。 
知的障害者を雇用する事業所の６１．４％が雇用上の配慮を行っている。現在配慮しているこ

ととして、「工程の単純化等職務内容の配慮」が最も多く５４．５％となっている。 
精神障害者を雇用する事業所の３１．４％が雇用上の配慮を行っている。現在配慮しているこ

ととして、「配置転換等人事管理面についての配慮」が最も多く４６．４％となっている。（図２

１） 
 
図２１ 現在配慮している事項（複数回答） 
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５ 事業所と関係機関の連携について 
（１）募集・採用する際の事業所と関係機関の連携状況 
   身体障害者を募集・採用する際に、関係機関を利用したり、又は協力を求めたことのある事

業所は、全体の３５．１％であり、利用している事業所の連携先をみると、公共職業安定所９

１．９％、次いで、学校・各種学校が２１．５％と多くなっている。 
   知的障害者を募集・採用する際に、関係機関を利用したり、又は協力を求めたことのある

事業所は、全体の１４．５％であり、利用している事業所の連携先をみると、公共職業安定 
所が７９．５％、次いで、学校・各種学校が３６．５％となっている。 
   精神障害者を募集・採用する際に、関係機関を利用したり、又は協力を求めたことのある事

業所は、全体の４．５％であり、利用している事業所の連携先をみると、公共職業安定所が

８４．０％、次いで、学校・各種学校が１４．１％となっている。（図２２） 
 
図２２ 募集・採用する際の事業所と関係機関との連携状況（複数回答：２つまで） 
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（２）関係機関に期待する取り組み 
   身体障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みとしては、「障害者雇用支援設備・施

設・機器の設置のための助成・援助」が５７．４％、次いで「障害者雇用に関する広報・啓発」

が４１．３％、「具体的な雇用ノウハウについて相談できる窓口の設置」が３７．１％となって

いる。 
知的障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みとしては、「具体的な雇用ノウハウにつ

いて相談できる窓口の設置」が３９．０％、次いで「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置

のための助成・援助」が３８．４％、「障害者雇用に関する広報・啓発」が３７．０％となって

いる。 
精神障害者を雇用する上で関係機関に期待する取組みとしては、「具体的な雇用ノウハウにつ

いて相談できる窓口の設置」が３８．８％、次いで「障害者雇用に関する広報・啓発」が

３７．９％、「障害者雇用支援設備・施設・機器の設置のための助成・援助」が３７．７％とな

っている。（図２３） 
 
  図２３ 関係機関に期待する取り組み（複数回答） 
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【個人調査】 
本人への個人調査については、就業状況及び職業生活に対する意識を把握するため、離転職状況、

職場への満足度等に関して、事業所調査で把握した事業所に雇用されている障害者を対象に実施し

た。調査は、障害種別によりそれぞれ異なった調査票で実施した。（今回の調査において、初めて精

神障害者の個人調査を行った。） 
 
１ 身体障害者 
 （１）離転職について 
    常用労働身体障害者のうち離転職経験のある者は３４．１％を占めており、平均転職回数は、

２．１回である。 
また、転職経験者が現在の勤め先に転職する直前の職場を離職した理由は、「個人的理由」が  

６２．３％と最も多く、次いで「事業主の都合」が１７．６％となっている。「個人的理由」の

内訳としては、「賃金・労働条件」が２０．５％で最も高く、次いで「職場の人間関係」が     

１９．９％となっている。（図２４） 
 
 図２４  離職の理由                       「個人的理由」の内訳 

定年、契約期
間満了
5.0%

その他
9.8%

未記入
5.2%

事業主の都合
17.6%

個人的理由
62.3%

 
（２）職場での同僚からの援助 
   職場での同僚からの援助について、「障害があるための援助は受けていない」が６１．８％、

「日常的に援助を受けている」が２６．８％となっている。（図２５） 
     
図２５ 同僚からの援助 

未記入
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出張や旅行の
際
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不十分

12.4%

賃金・労働条

件

20.5%

職場の人間関

係
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（３）仕事を続けていく上で改善等が必要な事項 
   現在の会社で仕事を続けていく上で何らかの改善・充実・整備が必要とした者は、全体の

４０．０％となった。 
改善が必要な事項として最も多かった事項は、「能力に応じた評価、昇進・昇格」と「コミュ

ニケーション手段・体制の整備」で２９．８％、次いで「労働条件・時間面での配慮」で     

２４．６％となっている。（図２６） 
 
   図２６ 改善等が必要な事項（複数回答：２つまで） 

10.3

10.7

13.0

7.5

18.8

29.8

3.9

17.4

29.8

9.4

24.6
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福利厚生の充実

健康管理体制の充実

安全対策の充実

教育訓練・研修の充実

能力が発揮できる仕事への配置

能力に応じた評価、昇進・昇格

職場介助者等の配慮

作業を容易にする設備・機器

コミュニケーション手段・体制の整備

通勤面での配慮

労働条件・時間面での配慮

（％）

（４）困ったときの相談相手 
   仕事や職場に関して悩みや不安を抱いたときの相談相手として最も多いのが、「家族・親族」

で４４．９％、次いで「職場の同僚・友人」で３９．６％となっている。（図２７） 
 
図２７ 困ったときの相談相手（複数回答：２つまで） 
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職場以外の友人・知り合い

職場の同僚・友人

職場の上司や人事担当者

（％）
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（５）将来に対する不安について 
    将来に不安があるとした者は７１．２％である。不安の項目として高いものは、「老後の生活

維持」が６２．３％、次いで「仕事が続けられるかどうか」が６０．７％となっている。           
（図２８） 

 
   図２８ 将来に対する不安（複数回答） 
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２ 知的障害者 
 （１）現在の会社に勤める前の状況等 
    現在の会社に勤める前の状況として、最も割合が高いのは「学校で勉強をしていた」で  

４２．１％、次いで「別の会社で働いていた」が２６．２％となっている。（図２９） 
 
   図２９ 今の会社に勤める前の状況 

3.9

0.0

14.8

42.1

26.2

11.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

在宅

病院

授産施設・作業所等を利用
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学校で勉強をしていた

別の会社で働いていた

（％）

 
（２）主な相談相手 
就職に際して相談した相手として、「学校の先生」が最も多く３０．０％、次いで「家族、

親戚」が２７．５％、「公共職業安定所の職員」が１４．７％となっている。（図３０） 
また、職場で困ったときの相談相手として、「職場の上司」が最も多く３０．５％、次い

で「職場でいっしょに働く人」が２６．８％、「家族、親戚」が１６．３％となっている。 

（図３１） 
 
   図３０ 就職に際し相談した相手 
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   図３１ 職場で困ったときの相談相手 

11.8

4.8

1.9

0.5

1.0

2.0

0.5

2.1

16.3

26.8

30.5

0 5 10 15 20 25 30 35

特にいない

通勤寮・グループホームの職員
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  （３）職場への要望 
     今の職場での要望事項として、「今の仕事が続けたい」とするものが６１．０％と最も多

く、次いで「他の仕事もしてみたい」が１５．２％、「職場で相談できる人がほしい」が   

１４．６％となっている。（図３２） 
 
図３２  職場への要望（複数回答：２つまで） 
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（４）仕事をする理由 
  仕事をする理由として、「生活していくため」が６６．８％で最も多く、次いで「自由に使

えるお金がほしい」が４３．９％、「働くのが好きだから」が３８．３％となっている。    

（図３３） 
 
  図３３ 仕事をする理由（複数回答：２つまで） 

66.8

43.9

6.4
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(%)

（５）将来に対する不安 
   将来に対する不安については、「ある」としたものが５３．２％となっている。不安があ

るとしている理由として、「親がいなくなったら生活を助けてくれる人がいなくなる」とし

た人が最も多く３７．７％、次いで「今の仕事が続けられるか分からない」が２６．９％、

「分からないが何となく不安」が２１．７％となっている。（図３４） 
 
  図３４ 将来に対する不安 
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今の仕事が続けられるか分からない
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３ 精神障害者 
 （１）職場における障害への配慮 
    職場において障害に配慮した援助を受けている者は、６１．７％である。配慮を受けてい

る事項については、「業務遂行の援助や本人、周囲に助言する者等の配置」と「通院時間の確

保、服薬管理など医療上の配慮」が４１．４％と多く、次いで「短時間勤務など労働時間の

配慮」が３４．５％、「配置転換など人事管理面についての配慮」が３１．０％となっている。

（図３５） 
    また、配慮を受けていない、配慮を希望しない理由として、「特に必要と感じないため」と

した者が６８．８％と最も多くなっている。（図３６） 
 
   図３５ 受けている主な配慮（複数回答） 
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  図３６ 配慮を受けていない、希望しない理由（複数回答） 
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（２）改善等が必要な事項 
   仕事を続けていく上でさらに改善等が必要な事項としては、「調子のわるいときに休みをと

りやすくする」が４４．４％で最も多く、次いで「職業生活、生活全般に関する相談員の配

置」が３３．３％、「短時間勤務など労働時間の配慮」と「通院時間の確保、服薬管理などの

医療上の配慮」が２２．２％となっている。（図３７） 
 
  図３７ 改善等が必要な事項（複数回答：２つまで） 
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（３）主な相談相手 
   主な相談相手として、「家族・親戚」が４２．６％と最も多く、次いで「職場の上司や人事・

健康管理担当者」が３８．３％、「職場の同僚・友人」が２９．８％となっている。（図３８） 
 
   図３８ 主な相談相手（複数回答：２つまで） 
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（４）将来の不安について 
   将来の不安について、「仕事を続けられるかどうか」が７２．４％と最も多く、次いで「老

後の生活維持」が５５．２％、「生活の援助者がいなくなる」が４８．３％となっている。   

（図３９） 
 
 図３９ 将来の不安事項（複数回答） 
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